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議案第５号 

鳥羽市印鑑条例の一部改正について 

鳥羽市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年 ６月 ３日 提 出 

令和８年  月  日 

 

 鳥羽市長 小 竹  篤 

 

 

提案理由 

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の

改正をしたく、本提案とするものである。 
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鳥羽市印鑑条例の一部を改正する条例 

鳥羽市印鑑条例（平成３年条例第21号）の一部を次のように改正する。 

第５条第３項中「非漢字圏の外国人住民」の次に「（漢字圏の外国人住民のう

ち本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない者を含む。

以下同じ。）」を加える。 

第14条第３項中「個人番号カード（」を「個人番号カード、出入国管理及び難

民認定法（昭和26年政令第319号）第19条の15の２第１項に規定する特定在留カ

ード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法（平成３年法律第71号）第16条の２第１項に規定する特定特別永住

者証明書（これらのうち、」に改め、「個人番号カード用利用者証明用電子証明

書が記録されているものに限る」の次に「。以下「個人番号カード等」という」

を加え、「当該カード」を「個人番号カード等」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６号 

鳥羽市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

鳥羽市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年 ６月 ３日 提 出 

令和８年  月  日 

 

 鳥羽市長 小 竹  篤 

 

 

提案理由 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の

施行に伴い、葬祭補償額を改正したく、本提案とするものである。 
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鳥羽市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

鳥羽市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年条例第16号）の一部を次のよう

に改正する。 

第18条中「315,000円」を「330,000円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥羽市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条

例」という。）第18条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」とい

う。）以後に支給すべき事由の生じた鳥羽市消防団員等公務災害補償条例第４

条第７号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」という。）について適用し、

適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。 

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による改

正前の鳥羽市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第18条

の規定による金額により支給されたもの又は旧条例附則第６条の規定により支

給されたもの（その額が66万円未満であるものに限る。）の支払は、新条例第

18条の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。 
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議案第７号 

財産の取得について 

次のとおり財産を取得するため、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産及び数量  高規格救急自動車 １台 

２ 取得の方法  指名競争入札 

３ 取得の金額  １７，０５０，０００円 

４ 取得の相手方  三重県津市垂水９９番地の１   

  三重トヨタ自動車株式会社 

  代表取締役 竹林 憲明 

 

令和８年 ６月 ３日 提 出 

令和８年  月  日  

 

鳥羽市長 小 竹  篤 

 

提案理由 

高規格救急自動車の老朽化に伴い、新たな車両の購入契約を締結したく、本提

案とするものである。 
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議案第８号 

   断水に伴う損害賠償の額を定めることについて 

 小浜町地内において発生した断水に係る損害賠償の額を次のとおり定める。 

記 

１ 損害賠償の原因 令和８年１月１日正午頃、鳥羽市小浜町で宿泊事業を営む

者へ給水を行う管路が破損し、断水が発生したことにより

損害を与えたため、市はその損害について賠償するもので

ある。  

 

２ 損害賠償の額及び相手方 

          １，３２７，７８７円 

          １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

          １１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

          １１１１１１１１１１１ 

 

 

令和８年 ６月 ３日 提 出  

令和８年  月  日  

 

鳥羽市長 小 竹  篤  

 

提案理由  

地方公営企業法第４０条第２項及び鳥羽市水道事業及び下水道事業の設置等に

関する条例第６条により適用する地方自治法第９６条第１項第１３号の規定によ

る議会の議決に付すべき損害賠償の額について議決を得たく、本提案とするもの

である。  
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議案第９号 

鳥羽市立地適正化計画の策定について 

鳥羽市立地適正化計画を別冊のとおり策定することについて、鳥羽市議会基本

条例第９条の規定により議会の議決を求める。 

 

令和８年 ６月 ３日 提 出 

令和８年  月  日 

 

 鳥羽市長 小 竹  篤 

 

 

提案理由 

 都市再生特別措置法第８１条に基づき、持続可能で効率的な都市経営を実現す

るため、居住誘導区域及び都市機能誘導区域の設定等を内容とする立地適正化計

画を策定したく、本提案とするものである。 
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報告第１号 

   令和７年度鳥羽市一般会計繰越明許費繰越計算について 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和７年度鳥羽市一般会計

繰越明許費繰越計算について、次のように報告する。 

 

令和８年 ６月 ３日 報 告 

 

鳥羽市長 小 竹  篤 
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報告第２号 

   令和７年度鳥羽市水道事業会計予算繰越計算について 

 地方公営企業法第２６条第３項の規定により、令和７年度鳥羽市水道事業  

会計予算繰越計算について、次のように報告する。 

 

令和８年 ６月 ３日 報 告 

 

鳥羽市長 小 竹  篤 
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